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(57)【要約】
【課題】吸収性物品の耐久性を向上させて、日中に長時
間使用した場合であっても、吸収性能を確保しつつ、フ
ィット性や装着感を向上させることができる吸収性物品
を提供する。
 【解決手段】　吸収性物品には、表面シートと吸収体
とを厚み方向に圧縮した圧搾部８０が形成されている。
圧搾部は、中央領域ＣＡよりも幅方向両外側に配置され
る一対の第１長手圧搾部８１と、第１長手圧搾部よりも
幅方向両外側に配置される一対の第２長手圧搾部８２と
、を備える。第２長手圧搾部には、幅方向外側に向かう
凸形状を有する第２曲線部８６が長手方向に連続して複
数設けられており、第２曲線部８６の長手方向の端部は
、中央領域の長手方向中心を通り、かつ幅方向に沿った
中心ライン上に設けられており、各第２曲線部の長手方
向における端部は、各第2曲線部の幅方向における外側
端部よりも幅方向内側に配置されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に配置される吸収体を有し、前記表面シートと前記吸収体とを前記吸収性物品の
厚み方向に圧縮した圧搾部が形成された吸収性物品であって、
　前記圧搾部は、着用者の排泄口に対向して配置される排泄口当接領域の中心を含む中央
領域よりも前記吸収性物品の幅方向両外側に配置され、かつ前記吸収性物品の長手方向に
延びる一対の第１長手圧搾部と、前記第１長手圧搾部よりも前記幅方向両外側に配置され
、かつ前記長手方向に延びる一対の第２長手圧搾部と、を備えており、
　前記第２長手圧搾部には、前記幅方向外側に向かう凸形状を有する曲線部が長手方向に
連続して複数設けられており、
　前記曲線部の長手方向の端部は、前記中央領域の前記長手方向中心を通り、かつ幅方向
に沿った中心ライン上に設けられており、
　前記各曲線部の長手方向における端部は、前記各曲線部の幅方向における外側端部より
も幅方向内側に配置されていることを特徴とする、吸収性物品。
【請求項２】
　前記第１長手圧搾部には、前記幅方向内側に向かう凸形状を有する第１曲線部が設けら
れており、
　前記第２長手圧搾部の曲線部は、前記幅方向外側に向かう凸形状を有する第２曲線部で
あり、
　前記各第２曲線部の長手方向における端部は、前記各第２曲線部の幅方向における外側
端部よりも幅方向内側に配置されている、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記第１長手圧搾部の前記第１曲線部は、前記幅方向内側に凸状の円弧形状であり、
　前記第２長手圧搾部の前記第２曲線部は、前記幅方向内側に凸状の円弧形状であり、
　前記第１曲線部の曲率半径は、前記第２曲線部の曲率半径よりも小さい、請求項２に記
載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記圧搾部は、前記吸収性物品の幅方向に延びる幅圧搾部を備える、請求項１から請求
項３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記幅圧搾部は、前記一対の第２長手圧搾部を繋ぐ第２幅圧搾部を備える、請求項４に
記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記幅圧搾部は、前記一対の第１長手圧搾部を繋ぐ第１幅圧搾部を備える、請求項３又
は請求項４に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記第２長手圧搾部の前記幅方向の長さは、前記第１長手圧搾部の前記幅方向の長さよ
りも長い、請求項１から請求項６のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記中央領域は、前記第中央領域に対して前記幅方向外側から前記幅方向内側に向かう
力が加えられた際に、前記第１長手圧搾部及び前記第２長手圧搾部を介して前記幅方向内
側に押圧され、着用者の肌当接面側に隆起可能に構成されている、請求項１から請求項７
のいずれかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生理用ナプキン等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　特許文献１及び特許文献２には、液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと
、表面シートと裏面シートとの間に配置される吸収体とを有する吸収性物品としての生理
用ナプキンが記載されている。特許文献１の吸収性物品には、表面シートと吸収体とが厚
み方向に圧縮されたチャネルが形成されている。チャネルは、着用者の排泄口に当接する
排泄口当接領域を囲むように環状に形成されている。
【０００３】
　また、特許文献２の吸収性物品は、表面シートと吸収体とが厚み方向に圧縮された可撓
軸を有する生理用ナプキンが記載されている。可撓軸は、排泄口当接領域の幅方向両外側
において、幅方向内側に向かって突出する円弧状に形成されている。
【０００４】
　吸収体の排泄口当接領域は、着用者に装着された状態で着用者の股下に位置し、着用者
の脚の間に挟まれるように配置される。着用者の脚等によって吸収体が挟まれて幅方向外
側から幅方向内側に向かって力が掛けられることにより、環状のチャネル又は可撓軸が内
方向に向かって変形する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－５４１９４３号公報（図１等）
【特許文献２】特開平１０－９９３７２号公報（図１等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上述の吸収性物品には、以下の問題があった。
　例えば、特許文献１に記載の排泄口当接領域は、楕円形の環状のチャネルによって囲ま
れており、排泄口当接領域全体がチャネルによって内方向に圧縮されることにより、排泄
口当接領域の幅が短くなることがある。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の吸収性物品は、一対の可撓軸の円弧状が１カ所であり、一対
の可撓軸間の距離が排泄口当接領域の長手方向中央部において最も短くなっている。よっ
て、排泄口当接領域の長手方向中央に応力が集中し、排泄口当接領域の長手方向中央の幅
が短くなり易い。このように、排泄口当接領域の幅が局所的に短くなると、排泄口に対向
して吸収体を配置できず、体液の漏れが発生するおそれがある。また、長手方向において
吸収性物品の装着位置がずれると、一対の可撓軸間の距離が短くなる部分が排泄口当接領
域に対応して配置されず、フィット性が向上しないことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　また、近年、開発途上国や新興国においても、吸収性物品が普及してきている。本出願
人が開発途上国等における使用態様を調査した結果、普及し始めたばかり国においては、
吸収性物品を持ち歩くことに抵抗を感じる着用者が存在することがわかった。また、吸収
性物品を持ち歩くことに抵抗がない着用者であっても、外出先において吸収性物品を交換
する環境が整っていなかったり、捨てる場所がなかったりして、吸収性物品を適宜交換で
きない着用者が存在することがわかった。このような着用者は、吸収性物品を持ち歩いて
適宜交換する着用者に比べて、日中における装着時間が長くなる。
【０００９】
　日中の装着時間が長くなると、歩行時等に脚によって挟まれる回数が増え、繰り返し吸
収体が幅方向内側に圧縮される。吸収性物品が繰り返し幅方向内側に圧縮されると、吸収
体の幅が更に短くなり、排泄口に対向する位置に吸収体が配置されなかったり、吸収体が
硬化したりするおそれがある。このように、排泄口に対向して吸収体が配置されないと、
体液の漏れが発生するおそれがある。また、吸収体の排泄口当接領域が硬化すると、装着
感が悪化したり、フィット性が低下したりするおそれがある。
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【００１０】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、吸収性物品の耐久性を向
上させて、日中に長時間使用した場合であっても、吸収性能を確保しつつ、フィット性や
装着感を向上させることができる吸収性物品を提供することを目的とする。
【００１１】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る吸収性物品は、液透過性の表面シート（表
面シート１０）、液不透過性の裏面シート（裏面シート２０）、及び前記表面シートと前
記裏面シートとの間に配置される吸収体（吸収体３０）を有し、前記表面シートと前記吸
収体とを前記吸収性物品の厚み方向に圧縮した圧搾部が形成された吸収性物品（吸収性物
品１）であって、前記圧搾部は、着用者の排泄口に対向して配置される排泄口当接領域の
中心を含む中央領域（中央領域ＣＡ）よりも前記吸収性物品の幅方向両外側に配置され、
かつ前記吸収性物品の長手方向に延びる一対の第１長手圧搾部（第１長手圧搾部８１）と
、前記第１長手圧搾部よりも前記幅方向両外側に配置され、かつ前記長手方向に延びる一
対の第２長手圧搾部（第２長手圧搾部８２）と、を備えており、前記第２長手圧搾部には
、前記幅方向外側に向かう凸形状を有する曲線部（第２曲線部８６）が長手方向に連続し
て複数設けられており、曲線部の長手方向の端部（第２曲線部８６の長手方向端部８６Ｌ
）は、前記中央領域の前記長手方向中心を通り、かつ幅方向に沿った中心ライン（中心ラ
インＣＡＣＬ）上に設けられており、前記各曲線部の長手方向における端部は、前記各曲
線部の幅方向における外側端部よりも幅方向内側に配置されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示に係る吸収性物品によれば、吸収性物品の耐久性を向上させて、日中に長時間使
用した場合であっても、吸収性能を確保しつつ、フィット性や装着感を向上させることが
できる吸収性物品を提供する
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る吸収性物品の肌当接面側から見た平面図である。
【図２】図１に示すＡ－Ａ断面の模式断面図である。
【図３】図１に示す吸収性物品の圧搾部を拡大した平面図である。
【図４】図１に示す吸収性物品の変形態様を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図面を参照して、実施形態に係る吸収性物品１について説明する。図１は、吸収性物品
の平面図であり、図２は、図１に示すＡ－Ａ断面図である。本実施形態に係る吸収性物品
１は、例えば、生理用ナプキンである。
【００１５】
　実施の形態に係る吸収性物品は、昼用の生理用ナプキンである。したがって、本実施の
形態に係る吸収性物品は、長手方向において着用者の前側に位置する前側領域ＦＡと、着
用者の後側に位置する後側領域ＢＡとの長さが略同じである。
【００１６】
　なお、後述する一対のウイング部の間の領域は、着用者の排泄口が当接する排泄口当接
領域を含む中央領域ＣＡである。中央領域ＣＡよりも前側が前側領域ＦＡとなり、中央領
域ＣＡよりも後側が後側領域ＢＡとなる。
【００１７】
　なお、本実施の形態では、昼用の生理用ナプキンを例に挙げて説明しているが、本発明
に係る吸収性物品は、夜用の生理用ナプキンにおいても適用することができる。夜用の生
理用ナプキンは、長手方向において着用者の前側に位置する前側領域ＦＡよりも、着用者
の後側に位置する後側領域ＢＡの方が長く構成されている。
【００１８】
　吸収性物品１は、着用者の肌に当接する表面シート１０と、液体を透過しない液不透過
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性の裏面シート２０と、吸収体３０とを有する。吸収体３０は、表面シート１０と裏面シ
ート２０との間に配設される。従って、吸収体３０は、図１及び図２において破線で示さ
れる。吸収体３０は、吸収性物品１の長手方向Ｌ及び幅方向Ｗにおける中央部分に配設さ
れる。
【００１９】
　吸収性物品１は、図１に示す平面視にて、長手方向Ｌに直交する幅方向Ｗにおいて吸収
体３０の外側に設けられるウイング部４３,４４を備える。更に、吸収性物品１は、幅方
向Ｗにおいて吸収体３０の外側に設けられるサイドシート４１，４２を備える。
【００２０】
　表面シート１０は、体液等の液体を透過する液透過性のシートである。表面シート１０
は、少なくとも吸収体３０の表面を覆う。表面シート１０は、不織布、織布、有孔プラス
チックシート、メッシュシート等、液体を透過する構造のシート状の材料であれば、特に
限定されない。織布や不織布の素材としては、天然繊維、化学繊維のいずれも使用できる
。
【００２１】
　天然繊維の例としては、粉砕パルプ、コットン等のセルロースが挙げられる。化学繊維
の例としては、レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、アセテート、トリア
セテート等の半合成セルロース、熱可塑性疎水性化学繊維、もしくは親水化処理を施した
熱可塑性疎水性化学繊維が挙げられる。
【００２２】
　前記熱可塑性疎水性化学繊維としては、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、
ポリエチレンテレフタレート（PET）等の単繊維、PEとPPをグラフト重合してなる繊維、
芯鞘構造等の複合繊維が例として挙げられる。
【００２３】
　なお、特に不織布には、ウェブフォーミングは、乾式（カード法、スパンボンド法メル
トブローン法、エアレイド法等）や湿式等のいずれか、又は複数を組み合わせて行っても
よい。また、ボンディングの方法としては、サーマルボンディング、ニードルパンチ、ケ
ミカルボンディング等の方法が挙げられるが、特にこれらの方法に限定されるものではな
い。また、水流交絡法によりシート状に形成したスパンレースを用いても良い。
【００２４】
　有孔プラスチックシートとしては、PE、PP、PETといった熱可塑性樹脂の有孔シートや
、多孔質の発泡材等を用いることができる。また、これらについては必要に応じて酸化チ
タンや炭酸カルシウム等からなるフィラーを0.5～10%の範囲で混入することにより、白濁
化させて使用することも好ましい。また、前記熱可塑性樹脂からなるフィルムを、パーフ
ォレーション、ヒートエンボス加工、或いは機械加工等により開孔した有孔フィルムを使
用しても良い。有孔フィルムは、不織布との複合シートとして使用しても良い。
【００２５】
　裏面シート２０は、表面シート１０の長さと略同一の長さを有する。裏面シート２０は
、ポリエチレンシート、ポリプロピレン等を主体としたラミネート不織布、通気性の樹脂
フィルム、スパンボンド、又はスパンレース等の不織布に通気性の樹脂フィルムが接合さ
れたシートなどを用いることができる。裏面シート２０は、着用時の違和感を生じさせな
い程度の柔軟性を有する材料とすることが好ましく、例えば低密度ポリエチレン（LDPE）
樹脂を主体とした目付15～30g/m2の範囲から得られるフィルムを用いることができる。裏
面シート２０は、不透液性且つ透湿性であることが望ましく、例えばポリエチレンやポリ
プロピレン等のオレフィン系樹脂に無機充填剤を溶融混練したものを延伸処理した微多孔
性シートによって構成することができる。
【００２６】
　吸収体３０は、親水性繊維、パルプを含む。吸収体３０は、経血などの体液を吸収可能
な材料によって形成される。例として、粉砕パルプ、コットン等のセルロース、レーヨン
、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、アセテート、トリアセテート等の半合成セル
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ロース、粒子状ポリマー、繊維状ポリマー、熱可塑性疎水性化学繊維、もしくは親水化処
理を施した熱可塑性疎水性化学繊維、ケミカルボンド処理されたエアレイドパルプ等を単
独又は混合して用いることができる。
【００２７】
　これらの材料を吸収体に成形する方法は特に限定されるものではないが、例えばエアレ
イド法、メルトブローン法、スパンレース法、抄紙法等によってシート化したものが使用
される。また、吸収体としてセルロース発泡体、合成樹脂の連続発泡体等も使用すること
ができる。さらに、発泡体又は前記シート化した材料を粉砕した後に吸収体に成形したも
のを使用することも可能である。これらの中でも、パルプを80～100%の範囲、粒子状ポリ
マーを20～0%の範囲で混合し、テッィシュで被覆した後、エンボス加工によりシート化し
た目付100～2000g/m2、1～50mmの嵩を有する吸収体が挙げられる。エンボス加工は吸収体
の型崩れを防止するためであり、エンボス面積率は10～100%の範囲、好ましくは30～80%
の範囲である。
【００２８】
　吸収体３０は、親水性繊維又は粉体をエアレイド法によって積層して形成されてもよい
し、親水性繊維又は粉体をエアレイド法によってシート状に成形したエアレイドシートで
もよいし、ティッシュ（例えば、目付１５ｇ／ｍ２）上に高吸収ポリマーを混入した粉砕
パルプを配置し、ティッシュで包むことによって形成されていてもよい。
【００２９】
　さらには、薄型吸収体の材料の他の例としては、吸収シート及びポリマーシートが挙げ
られ、その厚さは、0.3～5ｍｍであるのが好ましい。この吸収シート及びポリマーシート
としては、通常、生理用ナプキンなどの吸収性物品に用いられるものであれば特に制限な
く用いることができる。
【００３０】
　吸収シートとしては、吸収紙や不織布、繊維をバインダー等でシート化したパルプシー
ト等が挙げられ、上記ポリマーシートとしては、粉砕パルプ、及び繊維に粒子状ポリマー
を混合してシート状に形成したシート等が挙げられる。尚、繊維に粒子状ポリマーを混合
してシート状に形成したシートとしては、粒子状ポリマーが層状に分散されているもの、
三次元状に分散されているもののいずれも用いることができる。
【００３１】
　吸収シートを形成する材料及びポリマーシートに用いられる繊維としては、木材パルプ
等のセルロース繊維、レーヨン、キュプラ等の再生セルロース繊維、ポリビニルアルコー
ル繊維やポリアクリロニトリル繊維等の親水性合成繊維、若しくは、界面活性剤等で繊維
表面を親水化したポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレン／ポリプロピレン複合繊維、ポリエチレン／ポリエチレンテレフタレート複合繊維
が好ましく、親水性が良好に維持される点からは、セルロース繊維がより好ましい。
【００３２】
　ポリマーシートに用いられる粒子状ポリマーとしては、自重の２０倍以上の液体を吸収
・保持でき且つゲル化し得るものが好ましく、そのような例としては、デンプンや架橋カ
ルボキシメチル化セルロース、ポリアクリル酸及びその塩並びにポリアクリル酸塩グラフ
ト重合体等を挙げることができる。
【００３３】
　本実施の形態に係る吸収体３０は、綿状パルプや合成パルプ等を坪量１００～３００ｇ
／ｍ２程度に積層したパルプを保護紙（図示せず）で包むことによって構成されている。
保護紙は、パルプの形状を保持するためのものであり、例えばクレープ紙やティッシュペ
ーパーなどを用いることができる。
【００３４】
　吸収体３０は、前後方向に延びる形状であり、裏面シート２０よりも略一回り程度小さ
い。吸収体３０の幅方向Ｗの長さは、成人女性の股間隔に対応しており、概ね５０～８０
ｍｍである。吸収体３０は、ホットメルトなどの接着剤によって裏面シート２０に接着さ
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れる。
【００３５】
　サイドシート４１，４２は、表面シート１０の両側に配設される。サイドシート４１，
４２は、表面シート１０と同様の材料から選ぶことができる。但し、サイドシート４１，
４２を乗り越えて吸収性物品１外方へ経血が流れることを防止するためには、疎水性又は
撥水性を有することが好ましい。サイドシート４１，４２は、吸収体３０の側縁の一部及
びウイング部４３，４４を覆う。
【００３６】
　吸収性物品１では、表面シート１０、サイドシート４１，４２、及び裏面シート２０の
周縁が接合されて、吸収体３０が内封される。表面シート１０と裏面シート２０との接合
方法としては、ヒートエンボス加工、超音波、又はホットメルト接着剤のいずれか一つ、
又は複数を組み合わせることが可能である。
【００３７】
　裏面シート２０において、下着と接触する表面には、複数の領域において粘着剤（図示
せず）が塗布されている。粘着剤は、吸収体の裏面側において長手方向Ｌに沿って間欠的
に配置されている。粘着剤は、ウイング部４３及びウイング部４４において、下着と接触
する表面にも設けられる。使用前の状態では、粘着剤は、図示しない剥離シートに接して
いる。剥離シートは、使用前に粘着剤が劣化するのを防止している。そして、使用時に着
用者によって剥離シートが剥離される。
【００３８】
　なお、剥離シートを有しない吸収性物品においては、吸収性物品を個別に包装する包装
シートによって使用前に粘着剤が劣化するのを防止するように構成されていてもよい。粘
着剤と包装シートが接する場合には、包装シートの表面には、粘着剤の粘着力を低下させ
ることなく粘着剤を剥離可能にする処理を施すことが望ましい。
【００３９】
　吸収性物品１には、表面シート１０及び吸収体３０を厚み方向に圧縮した圧搾部８０が
形成されている。圧搾部８０は、吸収性物品１の表面シートの肌当接側と吸収体３０の非
肌当接側（衣服当接面側）に対して加工が施されることによって形成された溝である。
【００４０】
　圧搾部は、図示しない低圧搾部と高圧搾部とによって、所定幅を有するライン状に形成
されている。高圧搾部は、低圧搾部よりも高い力で圧縮されており、間隔を空けて複数並
んで配置されており、全体として一定のラインを形成するように構成されている。低圧搾
部は、圧搾部よりも低い力で圧縮されており、複数の高圧搾部によって構成されたライン
形状を含む領域に設けることができる。
【００４１】
　なお、圧搾部８０は、高圧搾部と低圧搾部とを含んで形成されていてもよいし、全体が
同じ力で圧縮されて形成されていてもよい。また、圧搾部は、表面シート側から裏面シー
ト側に向かって圧縮されていてもよいし、裏面シート側から表面シート側に向かって圧縮
されていてもよいし、表面シート側から裏面シート側に向かって圧縮された圧搾部と、裏
面シート側から表面シート側に向かって圧縮された圧搾部と、が形成されていてもよい。
【００４２】
　圧搾部８０の設けられる位置は、吸収体が配置された領域であればよい。圧搾部８０の
形状は、一定の領域を曲線によって囲んだ円形や楕円形や、一定の領域を複数の折れ線で
囲んだ多角形や円形、又は長手方向または幅方向に沿って延びる直線や曲線を例示できる
。
【００４３】
　圧搾部８０の厚み方向の寸法（圧搾部が肌当接面側と衣服当接面側の両方に形成される
形態においては、肌当接面側からの寸法と吸収体の衣服当接面側からの寸法との合計深さ
）は、0.1mm以上20mm以下が好ましいが、吸収性物品の厚みより浅ければよい。また、肌
当接面側の溝の深さは、吸収性物品の厚みに対し20～80%であればよいが、液体の流通性
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と溝を折り起点とした変形性を考慮すると30～60%が好ましい。
【００４４】
　また、吸収体の衣服当接面側の高圧搾部と低圧搾部の厚みは、それぞれ吸収性物品の厚
みに対する5～20%であればよく、低圧搾部の深さが高圧搾部よりも小さければよい。衣服
当接面側の圧搾部の深さが5％より小さくなると、圧搾部の変形性、可撓性が悪くなる。
また20％より大きくなると、圧搾部自体が深くなりすぎて脆弱になる。
【００４５】
　具体的には、厚みが7mmの吸収性物品における圧搾部の深さは、衣服当接面側の圧搾部
が4mmであり、衣服面側の低圧搾部が0.2mm、高圧搾部が0.8mmであると好ましい。
【００４６】
　衣服当接面側の圧搾部の形状は、ドット状、格子状、楕円状などが挙げられるが、低圧
搾部と高圧搾部を交互に配置する場合は格子状の溝であると、加工が容易である。圧搾部
の大きさは、0.5mm2から100mm2であり、圧搾部のピッチは、0.5mmから3mmであることが好
ましい。
【００４７】
　具体的には、高圧搾部の形状が菱形で0.64mm2、低圧搾部は高圧搾部の周囲を取り囲む
格子状とした場合1.92mm2、であり、高圧搾部は0.8mmピッチで繰り返される。
【００４８】
　圧搾部８０の加工方法は、例えば以下のような方法が挙げられる。上下方向に向かい合
うエンボスロールの間を通過させて、当該エンボスロールによって上下方向に押圧して圧
搾部を形成する。上側のエンボスロールの吸収性物品の肌当接面側との接触面には、1段
階の深さが連続した略楕円形状の溝が配置されている。下側のエンボスロールの吸収性物
品の衣服当接面側との接触面には、段階の深さからなる溝が配置されている。
【００４９】
　なお、圧搾部の加工方法はこれに限らず、ロールの上下を反転させたり、2段階の深さ
のパターン形状を変更したり、エンボス条件である温度やロール間の距離を適宜調整して
もよい。
【００５０】
　圧搾部８０は、着用者の排泄口に対向して配置される排泄口当接領域の中心を含む中央
領域ＣＡの周囲に設けられている。圧搾部８０は、第１長手圧搾部８１と、第２長手圧搾
部８２と、第１幅圧搾部８３と、第２幅圧搾部８４と、を備える。図３は、図１に示す平
面図において圧搾部８０を拡大した図である。
【００５１】
　なお、排泄口当接領域の中心とは、着用者の排泄口が当接する中央領域ＣＡの長手方向
及び幅方向の中心と一致する。例えば、ウイング部を有する吸収性物品においては、ウイ
ング部の長手方向の中心が、中央領域の長手方向の中心となる。また、ウイング部を有し
ない吸収性物品においては、吸収体の幅方向の長さ寸法が最も短い位置が、中央領域の長
手方向の中心となる。なお、排泄口当接領域は、着用者の股間部と当接する領域に含まれ
ており、着用者の両脚の間に位置する。
【００５２】
　第１長手圧搾部８１は、中央領域ＣＡよりも幅方向両外側に配置され、長手方向に延び
ている。第１長手圧搾部８１は、幅方向に間隔を空けて一対で配置されている。第１長手
圧搾部８１には、幅方向内側に向かう凸形状を有する第１曲線部８５が設けられている。
第１曲線部８５は、第１長手圧搾部８１の長手方向両端部から長手方向中心に向かうにつ
れて、幅方向内側に延びている。よって、第１長手圧搾部８１の長手方向中心８１ＣＬは
、第１長手圧搾部８１において最も幅方向内側に位置している。
【００５３】
　なお、第１長手圧搾部は、第１曲線部を有していてもよいし、第１曲線部を有さずに、
長手方向に延びる直線状に形成されていてもよい。また、第１曲線部は、幅方向内側に向
かう円弧形状であるが、必ずしも円弧形状でなくてもよい。
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【００５４】
　第１幅圧搾部８３は、一対の第１長手圧搾部８１間において第１長手圧搾部８１同士を
繋ぐように設けられている。具体的には、一対の第１長手圧搾部８１の前側端部同士を繋
ぐように第１幅圧搾部８３が配置され、かつ第１長手圧搾部８１の後側端部同士を繋ぐよ
うに第１幅圧搾部８３が配置されている。第１長手圧搾部８１と第１幅圧搾部８３とは連
続して配置され、平面視にて環状である。中央領域ＣＡは、第１長手圧搾部８１と第１幅
圧搾部８３とによって囲まれた領域である。
【００５５】
　第２長手圧搾部８２は、第１長手圧搾部８１よりも幅方向両外側に配置され、長手方向
に延びている。第２長手圧搾部８２は、幅方向に間隔を空けて一対で配置されている。
【００５６】
　第２長手圧搾部８２には、幅方向外側に向かう凸形状を有する２つの第２曲線部８６が
長手方向に連続して設けられている。第２曲線部８６は、その長手方向両端部から長手方
向中心に向かうにつれて、幅方向外側に延びている。よって、第２曲線部８６の長手方向
中心８６ＣＬは、各第２曲線部において最も幅方向外側に位置しており、各第２曲線部８
６の長手方向端部８６Ｌは、各第２曲線部において最も幅方向内側に位置している。第２
曲線部は、幅方向外側に向かう円弧形状であるが、必ずしも円弧形状でなくてもよい。
【００５７】
　第２長手圧搾部８２は、２つの第２曲線部８６が連続して配置されており、一方の第２
曲線部８６の長手方向端部８６Ｌは、他方の長手方向の端部と一致するため、第２長手圧
搾部８２には、第２曲線部８６の長手方向端部８６Ｌが３か所設けられている。
【００５８】
　第２曲線部の長手方向端部８６Ｌは、３カ所設けられており、そのうち１カ所は、中央
領域ＣＡの長手方向中心を通り、かつ幅方向に沿った中心ラインＣＡＣＬ上に設けられて
いる。本実施の形態に係る吸収性物品は、昼用のナプキンであって前側領域の長手方向の
長さと後側領域の長手方向の長さとが同じであるため、中央領域の長手方向中心は、吸収
体の長手方向中心であり、かつ吸収性物品１の長手方向中心となる。
【００５９】
　第２幅圧搾部８４は、一対の第２長手圧搾部８２間において一対の第２長手圧搾部８２
を繋ぐように設けられている。具体的には、吸収性物品の前側領域ＦＡにおいて一対の第
２長手圧搾部８２の前側端部同士を繋ぐように第２幅圧搾部８４が配置され、かつ吸収性
物品の後側領域ＢＡにおいて一対の第２長手圧搾部８２の後側端部同士を繋ぐように第２
幅圧搾部８４が配置されている。第２長手圧搾部８２と第２幅圧搾部８４とは連続して配
置され、平面視にて環状である。第２長手圧搾部８２と第２幅圧搾部８４とは、第１長手
圧搾部８１及び第１幅圧搾部８３を囲むように配置されている。
【００６０】
　第１長手圧搾部８１及び第２長手圧搾部８２は、長手方向Ｌに沿った直線に対して傾斜
するように形成されていてもよく、長手方向Ｌに沿った直線と、第１長手圧搾部８１又は
第２長手圧搾部８２とによって形成される角度（鋭角側）が４５度以下であるものとする
。一方、第１幅圧搾部８３及び第２幅圧搾部８４は、幅方向Ｗに沿った直線に対して傾斜
するように形成されていてもよく、幅方向Ｗに沿った直線と、第１幅圧搾部８３又は第２
幅圧搾部８４とによって形成される角度（鋭角側）が４５度未満であるものとする。
【００６１】
　また、長手圧搾部と幅圧搾部とは、実施の形態のように連なっていてもよいし、離間し
て配置されていてもよい。具体的には、第１幅圧搾部８３は、第１長手圧搾部８１と離間
して、第１長手圧搾部８１よりも長手方向外側に配置されていてもよいし、第１長手圧搾
部８１と離間して、第１長手圧搾部８１よりも幅方向内側に配置されていてもよい。また
、第２幅圧搾部８４は、第２長手圧搾部８２と離間して、第２長手圧搾部８２よりも長手
方向外側に配置されていてもよいし、第２長手圧搾部８２と離間して、第２長手圧搾部８
２よりも幅方向内側に配置されていてもよい。
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【００６２】
　また、第１曲線部８５の曲率半径は、第２曲線部８６の曲率半径よりも大きく、第１曲
線部８５の凸部は、第２曲線部８６の凸部よりも緩やかな曲線である。平面視において、
第１長手圧搾部８１と第２長手圧搾部８２との距離は、第２曲線部８６の長手方向端部に
おいて最も近接し、第２曲線部８６の長手方向中心において最も離間する。図３に第２曲
線部の長手方向端部と第１長手圧搾部との距離Ｄ１と、第２曲線部の長手方向中心と第１
長手圧搾部との距離Ｄ２とを図示する。
【００６３】
　第２長手圧搾部８２の幅方向の長さは、第１長手圧搾部８１の幅方向の長さよりも長い
。図３に、第１長手圧搾部の前記幅方向の長さＷ１と、第２長手圧搾部の前記幅方向の長
さＷ２と、を図示する。
【００６４】
　次いで、このように構成された吸収性物品の変形態様について説明する。図４は、吸収
性物品１を下着Ｓに装着した状態における変形態様を模式的に示した図である。図４（Ａ
）は、変形前の状態であり、図４（Ｂ）は、両脚等によって吸収性物品が挟まれ、幅方向
外側から幅方向内側に向かって吸収性物品が押圧された際の変形状態である。
【００６５】
　圧搾部８０は、少なくとも表面シート１０及び吸収体３０を厚み方向に圧縮して形成さ
れており、比較的硬い部分となる。よって、図４（Ａ）に示す状態において吸収性物品１
に幅方向内側に向かって力が掛かると、第２長手圧搾部８２を介して幅方向内側に力が伝
播する。このとき、第２長手圧搾部の幅方向内側端部は、３か所の第２曲線部８６の長手
方向端部８６Ｌであり、第２長手圧搾部８２に力が掛かった際に、３カ所の第２曲線部の
長手方向端部８６Ｌに力が集中し、この第２曲線部の長手方向端部８６Ｌから分散して応
力が伝播する。
【００６６】
　例えば、第２長手圧搾部において幅方向内側端部が１か所であると、当該１か所に応力
が集中して、集中箇所が局所的に変形してしまうことがある。例えば、排泄口当接領域の
長手方向中央の１か所に応力が集中すると、排泄口当接領域の長手方向中央の幅が局所的
に短くなり、排泄口に対向して吸収体を配置できず、体液の漏れが発生したり、吸収体３
０が硬化したりするおそれがある。
【００６７】
　しかし、３カ所の第２曲線部の長手方向端部８６Ｌに力がかかり、分散して応力が伝播
するため、応力集中を抑制できる。よって、吸収性物品の耐久性を向上させて、長時間吸
収性物品１を使用した場合であっても、吸収体の硬化を抑制したり、排泄口当接領域のみ
の幅が短くなることを抑制したりできる。
【００６８】
　また、幅方向内外側から幅方向内側に向かう力は、第２長手圧搾部８２を介して第１長
手圧搾部８１に伝播し、第１長手圧搾部８１を介して中央領域ＣＡが幅方向内側に押圧さ
れる。このとき、中央領域ＣＡは、第１長手圧搾部８１及び第２長手圧搾部８２よりも剛
性が低く変形し易いため、第１長手圧搾部及び第２長手圧搾部を介して幅方向内側に押圧
され、着用者の肌当接面側に隆起する。図４（Ｂ）は、着用者側に隆起した状態を示した
図である。中央領域ＣＡが着用者側に隆起することにより、吸収体を着用者に近づけて配
置でき、体液を迅速に吸収することができる。
【００６９】
　また、第２曲線部の長手方向端部は、複数配置されており、それぞれが長手方向にずれ
て位置するため、吸収性物品が前側や後側にずれて配置された場合であっても、いずれか
の第２曲線部の長手方向の端部で応力を分散させつつ幅方向内側に吸収体を圧縮できる。
【００７０】
　また、第２曲線部８６の長手方向端部は、第２長手圧搾部８２の幅方向内側端部に位置
しており、第１長手圧搾部８１との距離が短くなる。第２曲線部８６の長手方向端部は、



(11) JP 2013-215388 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

その前後部分と比較して第１長手圧搾部８１と第２長手圧搾部８２とが近接しており、比
較的剛性が高くなる。このように、力が掛かり易い第２曲線部８６の長手方向端部の剛性
を高く構成することにより、第２長手圧搾部の変形を抑制し、吸収性物品の耐久性を向上
させることができる。
【００７１】
　また、幅方向に延びる第１幅圧搾部８３及び第２幅圧搾部８４が設けられているため、
幅方向外側から幅方向内側に向かう力がかかった際に、幅方向内側に変形することを抑制
し、排泄口当接領域の硬化を抑制できる。特に、外側に位置する第２長手圧搾部をつなぐ
第２幅圧搾部を備えることにより、外側に環状の圧搾部を設け、製品の外形を維持し易く
なる。更に、幅方向外側から内側に向かう応力を環状の圧搾部に沿って分散でき、部分的
な硬化を抑制できる。
【００７２】
　また、第１長手圧搾部８１をつなぐ第１幅圧搾部８３を備えることにより、幅方向外側
から幅方向内側に向かう力がかかった際に、幅方向内側に変形することを抑制し、排泄口
当接領域の硬化を抑制できる。
【００７３】
　第１曲線部８５の曲率半径は、第２曲線部８６の曲率半径よりも小さいため、第１長手
圧搾部の方が第２長手圧搾部よりも緩やかなカーブになる。よって、排泄口当接領域の長
手方向中心等、局所的に応力が集中するのを抑制し、第１長手圧搾部間の全体を隆起させ
易くなり、局所的な応力集中による吸収体の硬化を抑制できる。
【００７４】
　複数の第２曲線部の長手方向の端部のうち１カ所は、中央領域の長手方向中心を通り、
かつ幅方向に沿った中心ラインＣＡＣＬ上に配置されているため、着用者は、排泄口当接
領域の中心位置を把握でき、装着時の目安になる。よって、着用者は、正しい位置に吸収
性物品を配置し易くなり、装着位置のずれを防止できる。適切に吸収性物品が配置される
ことにより、設計した吸収性能を発揮させることができる。
【００７５】
　第２長手圧搾部の幅の方が第１長手圧搾部の幅よりも長いため、吸収体の側方から力が
掛かった際に、第２長手圧搾部がフラットな状態で維持され易くなり、吸収体の側方を着
用者の排泄口に対向された状態で、吸収体の中心を隆起させることができる。
【００７６】
　なお、吸収性物品等の硬さは、例えば、ＪＩＳ-１０９６に規定されているガーレー法
を用いて測定することができる。また、吸収体の目付及び密度は、例えば、以下の測定方
法によって測定することができる。包装体によって包装された吸収性物品においては包装
体を開封し、折り畳まれた吸収性物品を展開して、目付及び密度を測定する部分の厚み及
び面積を測定する。次いで、目付及び密度を測定する部分を吸収性物品から切り出し、切
り出した部分の重量を測定する。次いで、切り出した部分から表面シート及び裏面シート
等、吸収体以外の部分を取り除き、吸収体の重量を測定する。吸収体の重量と、目付及び
密度を測定する部分の面積とに基づいて目付を算出する。目付及び厚みに基づいて、密度
を算出する。
【００７７】
　なお、厚みは、以下のような測定方法によって測定することができる。具体的には、サ
ンプルの吸収性物品を、液体窒素に含浸させて凍結させた後、剃刀でカットし、常温に戻
した後、電子顕微鏡（例えば、キーエンス社ＶＥ７８００）を用いて、５０倍の倍率で測
定する。ここで、サンプルの吸収性物品を凍結させる理由は、カット時の圧縮により厚み
が変動するのを防ぐためである。
【００７８】
　次に、実施形態に係る吸収性物品１の製造方法の一部について説明する。なお、説明し
ない方法については、既存の方法を用いることができる。吸収性物品の製造方法は、第１
ステップとして、表面シート生成工程を行う。
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【００７９】
　次いで、第２ステップとして、表面シート接合工程を行う。具体的には、表面シートと
サイドシート４１，４２とを、例えば熱溶着によって接着する。
【００８０】
　第３ステップとして、吸収体成型工程を行う。具体的には、成型ドラムによって吸収体
の材料となるパルプを成型して吸収体３０を成型する。なお、第１ステップ及び第２ステ
ップの表面シートの製造工程と、第３ステップの吸収体成型工程の順序は、逆の順序であ
ってもよい。
【００８１】
　第４ステップにおいて、接合工程を行う。具体的には、第３ステップにおいて成型した
吸収体と、第２ステップにおいて接合した表面シート及びサイドシートをと、を接合する
接合工程を行う。
【００８２】
　第５ステップにおいて、圧搾工程を行う。具体的には、吸収体３０と表面シート１０と
を厚み方向に圧縮し、圧搾部８０を形成する。
【００８３】
　第６ステップにおいて、裏面シート接合工程を行う。具体的には、圧搾部を形成した吸
収体及び表面シート等と、裏面シートとを接合する。裏面シートを接合した後、接着剤を
塗布する工程を備える。上記の工程により、本実施の形態に係る吸収性物品を製造するこ
とができる。
【００８４】
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００８５】
　例えば、圧搾部は、少なくとも第１長手圧搾部及び第２長手圧搾部を有していればよく
、第１幅圧搾部及び／又は第２幅圧搾部を備えていなくてもよい。また、第２長手圧搾部
の第２曲線部は、３以上であってもよい。
【００８６】
　第１長手圧搾部は、第１曲線部のみならず、直線状に配置され直線部を有していてもよ
い。第２長手圧搾部は、第２曲線部のみならず、直線状に配置された直線部を有していて
もよい。
【００８７】
　また、吸収性物品は、生理用ナプキンに限られず、吸収パッド、パンティーライナーで
あってもよい。また、例えば、吸収性物品は、吸収体の幅方向外側端部に、ギャザーが形
成されていてもよい。
【符号の説明】
【００８８】
　ＣＡ…中央領域
　ＦＡ…前側領域
　ＢＡ…後側領域
　Ｌ…長手方向
　Ｓ…下着
　Ｔ…厚み方向
　Ｗ…幅方向
　１…吸収性物品
　１０…表面シート
　２０…裏面シート
　３０…吸収体
　４１，４２…サイドシート
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　４３，４４…ウイング部
　８０…圧搾部
　８１…第１長手圧搾部
　８２…第２長手圧搾部
　８３…第１幅圧搾部
　８４…第２幅圧搾部
　８５…第１曲線部
　８６…第２曲線部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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